
 

 

 

  

工事契約・着手前に、以下の必要書類を提出してください。 

 

 

       申請内容及び補助対象工事の審査を行い、交付決定通知書（様式第３号） 

         を送付します。 

        審査には申請書類に不備がない場合で１～３週間程度かかります。 

 

        工事は交付決定通知書が交付されてから契約・着工してください。 

 

工事完了日より３０日以内又は当該年度の３月３１日のいずれか早い日 

までに以下     までに以下の書類を提出してください。 

 

 

 

実施報告書等により審査を行います。審査の結果により補助金の額を 

確定して、額確定通知書（様式第７号）を交付します。 

 

 額確定通知書（様式第７号）が届きましたら「河内町住宅リフォーム 

支援補助金交付請求書」（様式第８号）を提出してください。 

 

 

        請求書の提出日から約１カ月程度で指定の口座に補助金を振込みます。 

補助金額確  

 

☆補助金の交付決定通知を受ける前に工事に着手したり、交付決定後、申請日の属する 

年度の３月３１日までに工事が完了しない場合、補助金交付の対象外となります。 

☆予算の枠を超えた時点で受付終了となります。 

 

□ 河内町住宅リフォーム補助金交付申請書（様式第１号） 

□ 登記済証の写し、登記事項証明書等（所有者及び建築年月日を確認できる書類） 

□ 木造住宅耐震診断結果報告書等耐震性が確保されていることが証明できる書類 

（建築確認日が昭和５６年５月３１日以前の場合のみ） 

□ 町税等納付状況確認に関する承諾書（様式第２号） 

□ 見積書の写し 

□ 案内図、建物の配置図、平面図 

□ 着工前の写真（カラー印刷） 

□ 河内町住宅リフォーム支援補助金実績報告書（様式第６号） 

□ 請求書又は領収書の写し 

□ 完成後の写真（カラー印刷） 
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